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宅 地 譲 渡 契 約 書 

 

 長崎県住宅供給公社（以下「甲」という。）と ●● ●●「（以下「乙」とい

う。）は、甲が所有する宅地（以下「宅地」という。）の譲渡に関して、次のとおり

宅地譲渡契約（以下「本契約」という。）を締結する。  

 

（譲渡物件）  

第１条 甲が乙に譲渡する宅地は下記のとおりとし、本宅地上に乙が自ら居住する

ための住宅（以下「住宅」という。）を建設することを条件として、甲から現状によ

り乙に譲渡するものとする。  

記  

              物件の表示  

       所 在 地    諫早市大さこ町６０１番１  

       地  目    宅 地  

       宅地面積    ３２９．５８㎡（全部事項証明書記載面積）  

 

（譲渡価格）  

第２条 甲が乙に譲渡する宅地の譲渡価格は、金１９，２４７，０００円とする。  

 

（譲渡代金の支払い方法）  

第３条 乙は、第２条の譲渡代金を下表のとおり甲に支払わなければならない。  

      

回数  金   額  支 払 期 限  摘 要  

1 ５００，０００円       
予約契約金を  

土地代に充当  

2 １８，７４７，０００円  令和●年●●月●●日   

3    

計  １９，２４７，０００円    

 ２ . 乙は前項の譲渡代金を、甲の発行する納付書により電信振込で甲に支払うも

のとする。電信振込手数料は、乙が負担する。  

 

（宅地の引渡し及び所有権移転）  

第４条 甲が乙に譲渡する宅地の引渡しは、第３条第１項に定める譲渡代金全額完
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納後、現地立会いのうえ行うものとする。  

２ . 宅地の所有権は、前項の引渡しと同時に甲から乙に移転し、以後の宅地の維持

管理責任は、所有権移転登記前であっても管理に伴う一切の費用、災害及びその他

の損害は乙の負担とする。  

３ . 前項の規定により賦課される公租公課（起算日：４月１日）については、引渡

し日より乙の負担とする。  

 

（買戻特約付き登記及び費用）  

第５条 甲は、第４条の規定による所有権の移転登記と同時に乙の本契約各条項の

履行を確保するために、５年間（以下「買戻特約期間中」という。）宅地の買戻し

ができる旨の特約登記を行うものとする。  

２ . 宅地の所有権移転登記及び買戻特約登記は、宅地の引渡し後、乙が速やかに行

うものとする。  

３ . 前項の登記に要する一切の費用は、乙の負担とする。  

４ . 甲は、第１項の規定による登記に必要な書類等を乙より求められたときは、遅

滞なく当該書類等を提出しなければならない。  

５ . 買戻特約登記の抹消登記は、第１項の期間満了後乙が行い、その費用は乙の負

担とする。  

 

（住宅建築の義務）  

第６条 乙は、宅地の引渡日の翌日から３年以内に住宅を建築しなければならない。

なお、乙は工事請負業者と工事請負契約を締結する前に、甲より建築協定に準ずる

建築ガイドラインに適合する旨の確認を受けなければならない。  

 

（住宅建築時の届出義務）  

第７条 乙は、住宅を建設するときは、着工する前に確認書を甲に提出するものとす

る。  

 

（禁止事項）  

第８条 乙は、当該宅地及び建設する住宅は居住以外の用途に使用してはならない。

ただし、店舗・事務所等供用住宅を建設する場合は、甲の承諾を受けるものとする。

この場合、住宅部分の床面積は、延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供し、か

つ、居住以外の用途に供する部分の床面積の合計が５０㎡を超えないものとする。 

 

（承諾事項）  

第９条 乙は、宅地の買戻特約期間中で、宅地に関し、次に掲げる行為を行うときは、
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予め甲の承諾を受けなければならない。  

（１）所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利または賃借権、その他

の使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をすること。  

（２）当該宅地に建設する住宅の一部を居住以外の用途に併用すること。  

 

（通知義務）  

第１０条 乙または乙の相続人は、宅地の買戻特約期間中、次の各号に定める事項に

該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を甲に通知し必要な手続きを取らなけ

ればならない。  

（１）乙がその住所、氏名を変更したとき、または死亡したとき。  

（２）乙が強制執行、仮差押え若しくは仮処分を受け、または競売の申立てを受

け、または民事再生の申立てをしたとき。  

（３）破産の申立て（自己申立てを含む）があったとき。  

 

（引渡し前の契約解除）  

第１１条 甲は、宅地を乙に引き渡すまでの間、乙が次の各号の一に該当するとき

は、本契約を解除することができるものとする。  

（１）乙が第３条に定める譲渡代金を甲の指定する期日までに支払わなかったと  

  き。  

（２）乙が資格を偽る等不正な行為により本契約を締結したとき。  

（３）乙が住宅金融支援機構または、民間金融機関等（以下「機構等」という。）

から乙に融資される借入金の承認が受けられなかったとき。  

（４）乙より書面による本契約の解除の申出があり、甲が止むを得ない事情があ

ると認めたとき。  

 

（引渡し後の契約解除及び買戻し）  

第１２条 甲は、買戻特約期間中に次の各号のいずれかに該当するときには、催告を

要しないでこの本契約を解除し、または宅地を買戻すことができるものとする。  

（１）乙が本契約第８条（禁止事項）または第９条（承諾事項）の規定に違反した

とき。  

（２）乙が資格を偽るなど、不正な行為により宅地の引渡しを受けたとき。  

（３）その他、乙が本契約条項に違反したとき。  

 

（宅地の明け渡し）  

第１３条 乙は、甲が本契約を解除し宅地を買戻したときは、直ちに宅地を原状に回

復のうえ、甲に明け渡さなければならない。  
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（譲渡代金の返還）  

第１４条 甲は、本契約を解除し宅地を買戻したときは、本契約に基づき乙が甲に支

払った譲渡代金を、乙が前条による宅地の明け渡しを完了すると同時に、乙に返還

するものとする。  

 

（違約金）  

第１５条 乙が、第１１条の規定に基づき本契約を解除したときは、違約金として譲

渡価格の１００分の１０に相当する金額を甲に支払うものとする。  

 ただし、甲が止むを得ない事情と認めたときは、この限りでない。  

２ . 乙は、甲が第１２条の規定に基づき本契約を解除し宅地を買戻したときは、  

譲渡価格の１００分の２０に相当する違約金を甲に支払うものとする。  

 

（損害賠償）  

第１６条 甲が本契約を解除し宅地を買戻す場合において、甲が損害を受けたとき

は乙がその損害を賠償するものとする。  

２ . 前項の損害賠償額は、甲が定めるものとする。  

３ . 甲が本契約を解除し、宅地を買戻した場合で乙が損害を受けても、甲は賠償の

責を負わないものとする。  

 

（契約解除等の場合における機構等に対する債務の支払い）  

第１７条 甲が第１２条の規定に基づき乙に対して本契約を解除し、または宅地を

買戻す場合において、甲が乙に返還すべき金銭債務（以下「返還金」という。）が

あり、かつ、乙が住宅金融支援機構（住宅金融支援機構の証券化支援事業によって

住宅金融支援機構に債券を譲渡することとなる金融機関を含む。以下「機構等」と

いう。）と金銭消費賃借契約及び抵当権設定契約を締結し、機構等に対して債務（以

下「機構等債務」という。）を負っている場合にあっては、機構等債務の額が返還

金以上の額であるときは返還金の額を、返還金以下の額であるときは機構等債務

の額を乙の機構等債務の弁済に充てるため、甲が乙に代わって機構等に支払うも

のとする。  

                   

（相  殺）  

第１８条 甲は、本契約を解除し宅地を買戻し、甲から乙に返還すべき金額があると

きは、乙に返還すべき金額から第１５条及び第１６条の規定により乙が甲に支払

うべき金額を差し引いた残額を乙に返還することができるものとする。  

２ . 前項の場合において、乙が甲に支払うべき金額について不足額が生じたときは、

乙はその不足額を甲の定める方法により、甲に支払わなければならない。  
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（延滞損害金）  

第１９条 乙は、本契約に基づき甲に支払うものとされる金額を甲が指定した期日

までに支払わなかったときは、支払うべき金額に対し、それぞれ指定した期日の翌

日から完納に至るまでの日数に応じ、年（３６５日当たり）３．０パーセントの率

で算出した延滞損害金を甲に支払うものとする。  

 ただし、甲が止むを得ない事情があると認めた場合は、減免または免除すること

ができる。  

 

（引渡し前の滅失等）  

第２０条 売買物件の引渡し前に、天災地変その他甲又は乙のいずれの責にも帰す

ことのできない事由によって、売買物件が滅失し甲がこれを引き渡すことができ

なくなったときは、甲は既に受領済の金員の全額を返還し本契約を解除すること

ができる。ただし、金員に利息を付さない。  

２ . 前項によって本契約が解除された場合は、乙は甲に対して理由、名目の如何に

かかわらず損害賠償の請求はできない。  

 

（契約不適合責任）  

第２１条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな

いもの（以下「契約不適合」という。）であるときは、引渡しの日から２年以内に甲に

通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をするこ

とができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることがで

きる。 

(1) 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙

が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。 

(2) 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。 

(3) 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すこ

とができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求

することができる。 

(4) 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。 

(5) 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本

契約を解除することができる。 

(6) 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修

補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。 

２．前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできな

い。 

３．乙が本契約締結時に契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。 
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（環境維持）  

第２２条 乙は、グリーンヒルズいさはや西部台（以下「いさはや西部台」という。）

において他の居住者と互いに協力し、いさはや西部台の健全な住環境の形成と環

境維持に努めるものとする。  

２ . 都市計画の変更等行政上の措置またはいさはや西部台の居住者の前項の違反等

により宅地の住環境に変更が生じたときは、乙は甲に対して損害賠償の請求その

他、異議の申立ては行わないものとする。  

３ . 乙は、本宅地がグリーンヒルズいさはや西部台建築協定に準ずる建築ガイドラ

インの区域内にあることを承諾のうえ買い受けるものであり、それを遵守しその

目的達成に努めるものとする。  

 

（暴力団等の排除に係る契約解除）   

第２３条  甲は、乙が長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱（平成２２年  

９月１３日施行）別表１に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場  

合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。   

２．甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損  

害を賠償する責を負わない。   

３．第１項の規定により、本契約が解除された場合においては、乙は、第２条に定め

る譲渡価格の１０分の１に相当する額を違約金として甲に支払わなければならな

い。  

 

（契約継承）  

第２４条 乙は、第９条の規定により宅地を第三者に譲渡、賃貸、無償貸与する場合

は、本契約の各条項等を第三者に遵守させるものとする。  

 

（管轄裁判所）  

第２５条 この契約から生じる権利義務に関して紛争が生じたときは、長崎地方裁

判所を管轄裁判所とする。  

 

（協  議）  

第２６条 この契約に関し、または契約に定めのない事項について疑義が生じたと

きは、その都度甲乙協議して定めるものとする。  
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  この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保

有するものとする。  

 

 

令和   年   月   日  

 

 

 

 

甲  住 所    長崎市元船町１７番１号  

 

      氏 名    長崎県住宅供給公社  

             理事長  犬塚 尚志   公印  

 

   

 

 

乙  住 所  

     

      氏 名                 実印  

 

           


